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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

令和４年３月１６日 

件 名 
 令和３年度「子どもの健康・生活実態調査」の実施結果（概要）

について 

所 管 部 課 名 

あだち未来支援室子どもの貧困対策・若年者支援課 

衛生部こころとからだの健康づくり課 

教育指導部教育政策課、教育指導課 

学校運営部学務課 

内 容 

令和３年１０月に実施した第７回「子どもの健康・生活実態調

査」について、実施結果の概要を報告する。 

 １ 調査の概要 

（１）目的 

全ての子どもたちが自分の将来に夢や希望が持てる地域社

会の実現に向けて、子どもの健康と生活の実態を正確に把握

し、子ども施策の評価や今後の対策に活用する。 

 

（２）調査対象者 

区立小学校に在籍する小学１年生全員 

年度 
H27 

(１回目) 

H28 

(２回目) 

H29 

(３回目) 

H30 

(４回目) 

R1 

(５回目) 

R2 

(６回目) 

R3 

(７回目 ) 

R4 

(８回目) 

R5 

(終了) 

対象者

１ 
小１ 小２   小４   小６   中２   

対象者

２ 
    小１   小１   小１   小１ 

対象者 

３ 
  

小４ 

小６ 

中２ 

(一部 ) 

  

小６ 

中２ 

(一部 ) 

  
中２ 

(一部 ) 
      

対象者１：同じ集団を追跡することで、継続的変化及び

因果関係を調べる 

対象者２：同じ年代を継続的に見て、政策（妊娠期支援

等）を評価する 

対象者３：他年代の実態把握及び対象者１との比較  

 

（３）調査方法 

無記名アンケート方式により、区が学校を通じて質問 

票・回答票の配付・回収を行い、東京医科歯科大学と国立研

究開発法人国立成育医療研究センターが結果の集計・分析を

実施した。 
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（４）調査内容 

子どもの健康状態や生活習慣、保護者自身の健康状態や子

どもとの接し方、経済状況等（食習慣、歯磨き習慣、生活リ

ズム、自己肯定感、就業状況、世帯の収入、社会的つながり

等） 

 

（５）回答票の回収件数及び有効回答数 

 

調査 

対象者数 

a 

回答票 

回収件数

b 

回答票 

回収件数

b/a(%) 

有効 

回答数 

c 

有効 

回答率 

c/a(%) 

小学 

１年生 

5,003 

(5,130) 

4,233 

(4,283) 

84.6 

(83.5) 

4,001 

(4,042) 

80.0 

(78.8) 

※( )内は、同様の調査を実施した令和元年度の実績値 

２ 主な調査結果（概要） 

別添資料「令和３年度 報告書 【概要版】」参照 

 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

引き続き、集計結果の分析を続けて、より詳細な調査結果を 

まとめ、令和４年４月末頃に区ホームページに公表する。また、 

令和４年度は、継続的な変化及び因果関係を調べるため、中学２

年生（全員）に対して調査を行う予定である。 
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子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告資料 

令和４年３月１６日 

件 名  宿泊型産後ケアの実施について 

所 管 部 課 名 衛生部保健予防課 

内 容 

産後ケアについて、令和２年度から開始した「デイサービス型」

に加え、令和４年度から委託医療機関において「宿泊型」を実施

し、産後の母親の心身ケアや育児サポート等を行う。 

 

１ 委託契約予定施設 

  葛飾区・荒川区等の近隣区の５施設 

  ※ 足立区内に実施医療機関はない。 

２ 委託内容 

（１）母子に対する保健指導及び授乳指導（乳房ケアを含む） 

（２）産後の母体ケア、心理的ケア及びカウンセリング 

（３）育児に関する指導、育児サポート  など 

３ 対象者 

  区内に住所を有する産後４か月未満の母子のうち、家族等から

十分な家事、育児等の援助が受けられず、心身の不調、育児に対

する不安がある方 

４ 利用見込数・上限日数 

  ２５０組 １組につき６泊７日まで（１，５００泊分） 

５ 利用者負担額 

  他区の状況を勘案し、一般利用料金の２割弱を想定 

  ※ 住民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は、別途設定 

６ 利用までの流れ 

（１）利用登録申請書を区に提出 

（２）保健師等の専門職による面接を実施 

（３）後日、区からの利用承認通知書を受領 

（４）利用施設に直接申込み 

 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

 ※ あだち広報・区ホームページ等による周知を適切に実施してい

く。 

 

 

 


